令和３年３月３０日
会員各位
一般社団法人 石川県建築士事務所協会
会　　長　　　　小　林　正　澄
業務特別委員長　髙　橋　健　市

改正建築物省エネ法の講習会開催について

皆様には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
４月１日から改正建築物省エネ法が施行されます。300㎡以上の建物は省エネ適合が義務化され、300㎡未満の建物も説明義務が追加されます。
本会として、会員の皆様を対象に、改正省エネ法の概要及び省エネ性能に係る計算方法のポイント等について、理解を深めるための講習会を下記の通り開催いたしますので、お誘いあわせのうえご参加くださいますようご案内申し上げます。

記

１　日　　時　：令和３年　４月１９日（月）　１３：３０から
　　　　　　　　　　
２　会　　場　：金沢市鞍月2丁目1番地
石川県地場産業振興センター　本館３階第５研修室　
電話　076-240-2010

３　定　　員　：５０人（定員になり次第締め切ります。）
　　　　　
４　参 加 費　：無料

５　プログラム：１３：３０～１７：００
 　 ①　建築省エネ法の改正の概要　（石川県建築住宅課）
②　オンライン講座　説明義務制度＜実演ドラマ＞　（３０分程度）
③　説明義務制度についての建築士事務所協会の役割について（２０分程度）
　　④　オンライン講座　モデル住宅法の評価方法についての概要（３０分程度）
モデル住宅法の評価方法についての演習問題木造住宅の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑤　戸建て住宅計算シートを利用したモデル住宅法での計算演習(電卓使用)
    ※　プログラムの内容は一部変更する場合があります。

６　申込締切　：令和３年　４月１２日　(月曜日)

７　必要道具等 
① 　電卓 
② 　マスクの着用※ 
※　新型コロナウイルス感染症対策感染拡大防止の観点から参加者はマスクの着　
　用にご協力ください。

８　参考プログラム（非住宅用Ｗｅｂプログラム）
　・　エネルギー消費性能計算プログアム（非住宅版）：標準入力法
リンク先URL　→　https://building.beta.lowenergy.jp/ 
　・　モデル建物法入力支援ツール：モデル建物法
リンク先URL　→　https://model.beta.lowenergy.jp/
　・　小規模版モデル建物法入力支援ツール：小規模版モデル建物法
リンク先URL　→　https://small-model.beta.lowenergy.jp/

『改正建築物省エネ法の講習会』　に出席します。
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